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答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）２５条２項の規定に基づく各保護変更決定処分に係る各

審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件各審査請求のうち、○○福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が請求人に対し、平成３０年１月１２日付けで行った保護変更決

定処分（以下「本件処分２」という。）について、保護費（生活扶助）

の算定における収入認定額を３８，３０８円と決定した部分のうち、３

８，３０６円を超える部分を取り消し、本件処分２のその余の部分に係

る審査請求並びに同日付けで行った保護変更決定処分（以下「本件処分

１」という。）及び保護変更決定処分（以下「本件処分３」という。）

に係る各審査請求については、いずれも棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件各審査請求の趣旨は、処分庁が請求人に対して行った本件処分１、

本件処分２及び本件処分３（以下、本件処分１ないし本件処分３を併せ

て「本件各処分」という。）について、いずれもその取消しを求めるも

のである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、おおむね以下の理由から、本件各処分は違法又は不当であ

る旨主張している。  

現在も介護保険料は支払われていない。なぜ、介護保険料が引かれる
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のか。前の担当者が介護保険料を着服又は横領していた疑いがある。ま

た、セクハラ、パワハラともとれる言動もある。  

 

第４  審理員意見書の結論  

   本件各審査請求のうち、本件処分２について保護費（生活扶助）の算

定における収入認定額を３８，３０８円と決定した部分のうち、３８，

０１２円を超える部分の取消しを求める審査請求は理由があるから、行

政不服審査法４６条１項の規定を適用して取り消すべきであり、本件処

分２のその余の部分並びに本件処分１及び本件処分３の取消しを求める

各審査請求はいずれも理由がないから、同法４５条２項の規定を適用し

て棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

平成３０年  ９月２５日  諮問  

平成３０年１１月  ７日  審議（第２７回第２部会）  

平成３０年１２月２６日  審議（第２８回第２部会）  

平成３１年  １月１５日  審議（第２９回第２部会）  

平成３１年  ２月１５日  審議（第３０回第２部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。  

 １  法令等の定め  

⑴  法８条１項によれば、保護は、厚生労働大臣の定める基準（昭和３

８年４月１日付厚生省告示第１５８号。以下「保護基準」という。）
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により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又

は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものと

するとされている。そのため、就労に伴う収入あるいは就労に伴う収

入以外の収入がある場合には、その収入額は、当該受給者の収入とし

て認定されることになり、当該受給者の保護基準となる金額から控除

されることになる。  

⑵  法２５条２項によれば、「保護の実施機関は、常に、被保護者の生

活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、

職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知

しなければならない」とされている。  

⑶  法６１条によれば、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況に

ついて変動があつたときは、（中略）すみやかに、保護の実施機関又

は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない」とされている。  

⑷  「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１

日発社第１２３号厚生省事務次官通知。以下「次官通知」という。）

によれば、「収入の認定は、月額によることとし、この場合において、

収入がほぼ確実に推定できるときはその額により、そうでないときは

前３箇月間程度における収入額を標準として定めた額により、適正に

認定すること」とされている（第８・２）。  

⑸  就労収入  

次官通知によれば、「官公署、会社、工場、商店等に常用で勤務し、

又は日雇その他により勤労収入を得ている者については、基本給、勤

務地手当、家族手当及び超過勤務手当等の収入総額を認定すること」、

「勤労収入を得るための必要経費としては、⑷（勤労に伴う必要経費

で次官通知第８・３・⑷によるもの）によるほか、社会保険料、所得

税、労働組合費、通勤費等の実費の額を認定すること」とされている

（第８・３・⑴・ア）。  
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そして、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８

年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」と

いう。）によれば、「基礎控除は、当該月の就労に伴う収入金額（賞

与その他の臨時的な収入を分割して認定する場合は、各分割認定額を

それぞれの認定月の収入金額に加算して算定するものとする。）に対

応する次官通知別表の基礎控除額表の収入金額別区分に基づき認定す

ること」とされ、「基礎控除の収入金額別区分は、次官通知第８の３

の⑴のアによる勤労（被用）収入については、通勤費等の実費を控除

する前の収入額によること」とされている（第８・３・⑴・ア及び

イ）。次官通知によれば、収入金額別区分が４３，０００円～４６，

９９９円の１人目の基礎控除額は、１８，０００円とされている（第

８・３・⑷別表基礎控除額表（月額））。  

⑹  年金等の収入  

局長通知によれば、「恩給法、厚生年金保険法、（中略）による給

付で、６か月以内の期間ごとに支給される年金又は手当については、

実際の受給額を原則として受給月から次回の受給月の前月までの各月

に分割して収入認定すること」、「老齢年金等で介護保険法第１３５

条の規定により介護保険料の特別徴収の対象となるものについては、

特別徴収された後の実際の受給額を認定すること」とされている（第

８・１・⑷）。  

 ２  本件各処分について  

⑴  本件処分２  

処分庁は、本件就労申告及び本件年金申告により、請求人に係る平

成３０年２月分の保護費について、就労収入を１８，８４０円（４４，

４６６円（平成２９年１０月分ないし同年１２月分の収入合計額の３

か月平均額）－１８，０００円（基礎控除額）－７，６２６円（平成

２９年１０月分ないし同年１２月分までの通勤手当の３か月平均

額））と、年金収入を１９，４６８円（２３，３６８円（年金受給月
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額）－３，９００円（介護保険料月額））と認定したことが認められ

る。  

しかし、年金収入について、年金受給額を２３，３６６円（４６，

７３２円÷２）と認定すべきところ、２３，３６８円と認定している

ことが認められる。  

したがって、本件処分２は、年金収入については、本来の受給額

（２３，３６６円）よりも多く認定（２３，３６８円）されている結

果、平成３０年２月分の保護費（生活扶助）の算定上、収入認定額が

２円過大となり、保護費（生活扶助）の算定に、次官通知（第８・３

・⑴・ア）及び局長通知（第８・１・⑷）に照らして誤りがあること

が認められることから、収入認定額において正当な金額３８，３０６

円を超える部分は、上記次官通知及び局長通知に反することが直ちに

違法とまでは言えないとしても、不当なものと言わざるを得ないから、

取り消すのが相当である。  

⑵  本件処分１及び本件処分３  

処分庁は、本件就労申告及び本件年金申告により、請求人に係る平

成３０年１月分の保護費について、就労収入を１８，８４０円（４４，

４６６円（平成２９年１０月分ないし同年１２月分の収入合計額の３

か月平均額）－１８，０００円（基礎控除額）－７，６２６円（平成

２９年１０月分ないし同年１２月分までの通勤手当の３か月平均

額））と、年金収入を１９，４６４円と認定し、平成３０年３月分の

保護費について、就労収入を１８，８４０円（４４，４６６円（平成

２９年１０月分ないし同年１２月分の収入合計額の３か月平均額）－

１８，０００円（基礎控除額）－７，６２６円（平成２９年１０月分

ないし同年１２月分までの通勤手当の３か月平均額））と、年金収入

を１９，４６４円と認定したことが認められる。  

以上のとおり、本件処分１及び本件処分３は、法２５条２項の規定

に則ってなされたものと認められ、収入の認定においても適正になさ
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れたものと認められる。  

 ３  請求人は、上記第３のとおり主張し、本件各処分が違法又は不当であ

る旨主張しているものと解される。  

しかし、処分庁は、本件各処分における年金収入の認定に当たって、

介護保険料に相当する額（月額３，９００円）を適正に控除（収入認定

の対象外）していることが認められることから、この点に関する請求人

の主張には理由がない。  

 

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

近藤ルミ子、山口卓男、山本未来  

  


